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【酒井都市計画課長】  本日はご多忙中のところ、小金井市都市計画審議会にご出席を

いただきましてありがとうございます。 

 開会に先立ちまして、委員の出席状況についてご報告申し上げます。 

 審議会委員１９名中１６名のご出席をいただき、小金井市都市計画審議会条例第７条第

２項の規定により、過半数以上の出席を得ていますので、会議は成立していることをご報

告申し上げます。 

 なお、吉野委員、古川俊明委員、熊谷委員は本日ご都合により欠席とのご連絡をいただ

いております。 

 申しおくれましたが、私は事務局を担当しております都市計画課長の酒井です。よろし

くお願いいたします。 

 さて、前回の都市計画審議会後に、小金井市議会議員選挙が行われましたこと、また関

係行政機関の人事異動がございまして、新たに審議会委員にご就任いただいた方々がおら

れますので、委員全員の紹介を事務局からさせていただきます。 

 委員のご紹介につきましては、現在お座りいただいている窓側から席次順にご紹介させ

ていただきますことをご了承ください。 

 水村委員でございます。農業委員会会長職務代理者をされております。 

 遠藤委員でございます。市議会議員をされております。 

 小林委員でございます。市議会議員をされております。 

 古川公毅委員でございます。元東京都建設局長でございます。現在、会社顧問をされて

おります。 

【古川（公）委員】  よろしくお願いします。 

【酒井都市計画課長】  吉野委員でございます。多摩建築指導事務所建築指導第二課長

をされております。本日は公務のご都合で欠席をされております。 

 関根委員でございます。市議会議員をされております。 

【関根委員】  お願いいたします。 

【酒井都市計画課長】  中川委員でございます。東京むさし農業協同組合理事をされて

おります。 

【中川委員】  よろしくお願いいたします。 

【酒井都市計画課長】  高橋委員でございます。本都市計画審議会の会長をお願いして

おりますので、正面の席にお座りでございます。武蔵野美術大学で教授をされております。 
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【高橋会長】  よろしくお願いいたします。 

 片山委員でございます。市議会議員をされております。 

 宮下委員でございます。市議会議員をされております。 

【宮下委員】  よろしくお願いします。 

【酒井都市計画課長】  村山委員でございます。市議会議員をされております。 

【村山委員】  よろしくお願いします。 

【酒井都市計画課長】  古川俊明委員でございます。前北多摩南部建設事務所、藤江委

員の異動に伴い、平成２１年７月１６日から委員にご就任いただいております。本日は公

務のご都合で欠席をされております。 

 武井委員でございます。市議会議員をされております。 

【武井委員】  どうぞ、よろしくお願いします。 

【酒井都市計画課長】  杉山委員でございます。会社役員をされております。 

【杉山委員】  よろしくお願いします。 

【酒井都市計画課長】  熊谷委員でございます。前小金井警察署長の後藤委員の異動に

伴い、平成２１年１０月１日から委員にご就任いただいております。本日は公務のご都合

で欠席をされております。 

 須藤委員でございます。建設業組合員をされております。 

 斎藤委員でございます。市議会議員をされております。 

【斎藤委員】  斎藤です。よろしくお願いします。 

【酒井都市計画課長】  田頭委員でございます。市議会議員をされております。 

【田頭委員】  よろしくお願いいたします。 

【酒井都市計画課長】  布袋田委員でございます。前小金井消防署長の高野委員の退職

に伴い、平成２１年４月１日から委員にご就任いただいております。 

【布袋田委員】  よろしくお願いします。 

【酒井都市計画課長】  なお、議会選出の委員の皆様の席次につきましては、後ほどお

諮りしますので、ただいまは仮の席として、議席番号順にご着席をいただいておりますこ

とをご了承願います。 

 それでは、会長、よろしくお願いをいたします。 

【高橋会長】  今、事務局より、議会選出の委員の席次につきまして、ただいまの席は

仮の席としてご着席いただいているという説明がございましたけれども、席次については
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いかがいたしましょうか。 

〔「現在のままでいいんじゃないですか」との声あり〕 

【高橋会長】  このままでよろしいでしょうか。では、このままで進めさせていただき

ます。後ほど事務局より席次表をお配りしますので、発表にかえます。 

 それでは、ただいまから平成２１年度第１回小金井市都市計画審議会を開会いたします。 

 お手元にお配りしておりますとおり、本日の議案は「小金井都市計画生産緑地地区の変

更について」の１件でございます。 

 議案について事務局より説明を受けますけれども、パワーポイントを使用するというこ

とでございますので、よろしくお願いいたします。 

【大矢都市整備部長】  それでは、小金井都市計画生産緑地地区の変更について、パワ

ーポイントにより説明させていただきます。今回の変更は生産緑地地区の削除及び追加で

すが、大部分は削除でございますので、毎年、本審議会での説明の際に出てまいります買

い取り申し出、行為制限の解除、都市計画の変更までの流れについて、案件の説明に先立

って、生産緑地地区の基礎知識を含めて説明させていただきます。また、追加の部分に関

しましては、具体的案件の説明の際に説明させていただきたいと思います。 

 生産緑地地区制度についてですが、市街化区域内農地等は、住宅・宅地供給促進のため

の素地と良好な都市環境の形成のためや、生鮮野菜の供給のため残された貴重な緑地、オ

ープンスペースとしての２つの性格を持っております。こうした基本的考え方から、平成

３年に生産緑地法が一部改正され、市街化区域内農地等を対象とした、総合的な住宅地供

給施策として、農地等所有者は、保全すべき農地等または宅地化する農地等の選択を行い

ました。保全する農地等については、計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るため

に、市が都市計画制度により、生産緑地地区として指定することにより、３０年間にわた

り保全が図られるものでございます。 

 生産緑地地区としての要件、つまり指定基準は、農地等所有者その他関係権利者全員の

同意を条件に、良好な生活環境形成に相当の効用があること、公園などの公共施設などの

敷地に供する土地として適していることです。 

 面積が５００平方メートル以上の一団の農地等であること、現に農地等の用に供されて

おり、その継続が可能な農地等であることなどが主な要件になっております。 

 生産緑地地区の指定をされますと、市街化区域内農地等としての土地利用が都市計画上

明確化されます。さらに、農地等として管理することが義務づけられ、農地等以外の利用
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は不可能になります。生産緑地地区内では、建築物などの新築、増築、宅地造成などの土

地利用はできないことになります。このことを行為制限といっております。また、税制上

の優遇措置が受けられ、固定資産税及び都市計画税が農地課税になるものでございます。 

 次に、買い取り申し出制度についてですが、生産緑地地区の指定を解除できる条件とし

ては、生産緑地地区に指定されて３０年経過したとき、または農業等の主たる従事者の死

亡により、農業等の継続が不可能となったときや、身体の故障を有することになった場合

であり、市長に生産緑地を時価で買い取るように申し出ることになってございます。 

 市長は買い取り申し出を受けた後、１か月以内にその生産緑地を買い取るか、買い取ら

ないかを所有者に通知いたします。買い取らない場合は、他の営農者等へのあっせんに努

めますが、申し出の日から３か月以内にあっせんが成立しなかったときには、行為制限が

解除されまして、建築物の新築や増築、宅地造成等の土地の転用が可能となるものでござ

います。したがいまして、この時点で生産緑地法上の行為制限が解除されますので、都市

計画上は生産緑地地区に指定されていても、宅地化すべき農地等としての取り扱いができ

る状況となり、後追いで都市計画変更を行うことになるものでございます。 

 これから説明いたします小金井都市計画生産緑地地区の変更につきましても、買い取り

申し出に伴う案件は３か月以上経過しておりますので、生産緑地法上の行為制限が既に解

除されており、農地等以外のほかの用途への土地利用が可能な状況になってございます。 

 それでは、本日の案件であります小金井都市計画生産緑地地区の変更について説明をさ

せていただきます。 

 今回の変更は８件、全体としましては面積約１.１４ヘクタールを削除するものですが、

うち１件に、冒頭で述べさせていただきました追加をするものがあり、削除７件、追加１

件、合計８件となってございます。 

 内訳としましては、平成２０年１月１日から同年１２月３１日までの生産緑地法第１０

条に基づく買い取り申し出に伴う削除が７件、市の指定方針及び指定基準に基づき追加す

るものが１件、この８件が変更の対象となっております。 

 面積でございますが、現在の生産緑地地区の面積、約７１.４ヘクタール、２３６件を７

０.２６ヘクタール、２３２件に変更するもので、約１.１４ヘクタール減とするものでご

ざいます。 

 次に変更を行う位置及び区域ですが、図面にありますように、全８件のうち、地区の全

部を削除するものが、番号３９と番号１０４、番号１６２、番号２１３の４件、地区の一
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部を削除するものが、番号２１０と番号２１７、番号２１９の３件でございまして、番号

８９番が一部追加となってございます。 

 図面は変更箇所８か所の位置を示した総括図でございます。ごらんのように、中央線の

北側に６か所、南側に２か所となってございます。 

 それでは、番号の小さいほうから順に説明をさせていただきます。 

 まず、番号３９でございます。梶野町二丁目地内でございます。生産緑地法第１０条に

基づく、買い取り申し出に伴う行為制限の解除によるものでございます。変更前の一団の

面積が約５５０平方メートルで、地区の全部を削除するものでございます。削除地区を南

西方向から見た現況でございます。画面にありますとおり、現在は宅地造成されていると

ころでございます。 

 次に番号８９です。緑町三丁目地内で、平成１４年度以降の生産緑地地区の指定方針及

び指定基準に基づき一部追加をするものでございます。追加の経緯としましては、当該地

は西側の宅地開発に伴い、平成６年４月に市道を廃道した跡地で、それ以前から現況とし

ては既指定の生産緑地と一体で農業の用に供されていた部分を、平成２０年１２月に既指

定の生産緑地の土地所有者へ払い下げたものであり、その後、同土地所有者より追加指定

の申請がされたものでございます。変更前の一団の面積が約８４０平方メートルで、約２

０平方メートルを追加するものでございます。追加地区を西側から見た現況です。現状は

画面のとおり農地として使用されております。 

 次に、番号１０４でございます。緑町五丁目地内で、生産緑地法第１０条に基づく、買

い取り申し出に伴う行為制限の解除によるものでございます。変更前の一団の面積が約１,

２４０平方メートルで、地区の全部を削除するものでございます。削除地区を南東側から

見た現況です。現況は、道路を挟んで西側の一部が既に宅地化されており、その他の部分

については、農地として利用されてございます。 

 次に、番号１６２です。前原町五丁目地内で、生産緑地法第１０条に基づく、買い取り

申し出に伴う行為制限の解除によるものでございます。変更前の一団の面積が約２,４４０

平方メートルで、地区の全部を削除するものでございます。削除地区を南東側から見た現

況です。当該削除地区の南側の一部については、画面にありますとおり宅地造成され、住

宅の建設中ですが、削除地区の北側については市民農園として土地利用される予定でござ

います。 

 次に、番号２１０でございます。貫井北町五丁目地内で、生産緑地法第１０条に基づく、
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買い取り申し出に伴う行為制限の解除によるものでございます。変更前の一団の面積が約

４,５００平方メートルで、そのうち約３９０平方メートルを削除して、残った約４,１１

０平方メートルを番号２１０にするものでございます。削除面積を南東側から見た現況で

す。現状は画面のとおりでございます。 

 次に、番号２１３でございます。貫井北町五丁目地内で、生産緑地法第１０条に基づく、

買い取り申し出に伴う行為制限の解除によるものでございます。変更前の一団の面積が約

２,６６０平方メートルで、地区の全部を削除するものでございます。削除地区を北側道路

から西方向を見た現況です。画面にありますとおり、行為制限解除後の土地利用はまだ行

われてございません。 

 次に、番号２１７でございます。貫井北町五丁目地内で、生産緑地法第１０条に基づく、

買い取り申し出に伴う行為制限の解除によるものであります。変更前の一団の面積が約１

万１,２００平方メートルで、そのうち約２,４８０平方メートルを削除して残った約８,

７２０平方メートルを番号２１７にするものでございます。削除地区を北側から見た現況

です。画面にありますとおり宅地造成されており、既に住宅地となってございます。 

 最後に、番号２１９でございます。貫井南町一丁目地内で、生産緑地法第１０条に基づ

く、買い取り申し出に伴う行為制限の解除によるものでございます。変更前の一団の面積

が約４,６７０平方メートルで、そのうち１,６８０平方メートルを削除して、残った約２,

９９０平方メートルを番号２１９にするものでございます。削除地区を北西側から見た現

況です。現況は画面のとおりでございます。 

 以上が今回変更を行う全８件についての詳細でございます。 

 生産緑地地区についての都市計画策定の経緯と今後の予定でございますが、東京都との

同意を条件とする事前協議につきましては、平成２１年８月１３日に東京都知事の同意を

得てございます。都市計画法第１７条に基づく公告・縦覧につきましては、９月２４日か

ら１０月８日までの２週間行いましたが、縦覧者、意見書の提出ともございませんでした。

本日、１０月２３日の都市計画審議会でご決定いただいた後、１１月中旬に市の公告を行

う予定でございます。 

 最後に、生産緑地地区指定の推移について概略をグラフにしましたので、ごらんいただ

きたいと思います。 

 平成３年に生産緑地法の一部改正がありまして、先ほど説明させていただいたように、

現行の法律に基づいて運用されております。小金井市は平成４年に、約８４.８２ヘクター
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ルを指定し、その後、追加指定及び買い取り申し出等による面積の増減がございまして、

今回の変更により、約７０.２６ヘクタールになるものでございます。この１７年間で約１

４.５６ヘクタール減尐しております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

【高橋会長】  ありがとうございました。それでは、議案について、質疑等ございます

でしょうか。また、同時にご意見もございましたらお出しくださいませ。 

 田頭委員。 

【田頭委員】  田頭です。全体のことについての質問なんですけれども、小金井は緑被

率が３０％を切ってしまったと聞いています。地球温暖化の対策として、ヒートアイラン

ドを抑えていくためには、緑被率３０％は必要だということで、何とかそこは維持してい

きたいなとどなたも考えているところだとは思うんですけれども、この３０％を切った中

でも、小金井の場合は都市公園、大きな小金井公園と武蔵野公園がありますので、ほとん

どが公園の緑なんですよね。そうしますと、小金井の地主さんたちが大切にしてこられた

農地や緑地がほんとうに、いかに減っているかということが改めてわかるわけなんです。 

 以前に議会でも小金井の農地や緑地はなるべく、こうやって生産緑地、農地が解除され

るときには買い取って保全していきたいという方針を持っていると伺っているんですけれ

ども、そのあたりのお考えというか、方針については変更がないんでしょうか。この後、

具体的には何％までは抑えていきたいという方針をお持ちでしたら、ぜひお聞きしたいと

思います。 

【高橋会長】  事務局、いかがでしょうか。 

【石原環境政策課長】  環境政策課ですけれども、確かに都市の良好な環境を守るため

には３０％の緑被率というのが一つの目安になっているところでございます。これはただ

し、平成１０年に緑の基本計画を策定したときの数値でございまして、そこからまたさら

に緑被率については３％、４％減っている現状ではないのかなと考えてございます。 

 この緑被率の組成ですけれども、平成１０年のときには、農地のほか、あと民間の大き

なお屋敷のようなものを持ってらっしゃる方の土地、それから公園などを含む草地、そう

いったものが３分の１ずつ小金井の緑を構成していたと思います。そういった中で、公園

については緑被率が下がっていくことはないんですけれども、民間の大きなお屋敷や農地

については、個人の財産であることから、個人の資産の処分の自由を制限することもでき

ず、減っていっておりまして、それについては市としても買えるものは買っていきたいと
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いう方針を持っておりまして、そのときの財政状況が許せば、尐しでも買っていくという

ことはやっているんですが、なかなか大きな生産緑地を買うことは、現実的には全くでき

ていないという現状でございます。 

 ただ、大分小金井の緑についても、かなり限界的に減ってきている現状もございますの

で、これからの財政施策の中には緑の確保の予算も入れて、そういう市の財政的な担保も

つけていくような方針でこれから臨んでいかなければならないと考えてございます。 

 以上です。 

【高橋会長】  なかなか心強い回答であったと思いますが、ほかにご意見、ご質問いか

がでしょうか。斎藤委員。 

【斎藤委員】  よろしいですか。都市計画審議会では都市計画の変更をあれして、そう

いったものを本来審議する場だとは思うんですが、この生産緑地の案件が出るときには、

既に手続的には済んでしまって、我々は後追いで、それを承認するしか方法がないという

のが非常に残念なところなんですけれども、その中で、小金井市が、今回２つ関連がある

ところがありますよね。１つは、前原町の市民農園にするというところ、これは小金井市

が買い取るということではなくて、所有権の関係の状況はどうなるのかということと、も

う一つ、貫井南、何丁目でしたっけ、あそこは。一丁目？ 清掃車両の置き場になるとこ

ろがありますよね。ごめんなさい、今……。 

【高橋会長】  ２１９番です。 

【斎藤委員】  ２１９番ですか。これも多分一時的なことなんだろうと思うんですが、

その後の使い道とか、その辺、この都計審の中の質疑にはあんまりなじまないと思うんで

すけれども、一応小金井市がかかわっているというところで、わかる範囲で結構ですので、

教えていただければと思います。 

【高橋会長】  では、ご回答をお願いいたします。 

【石原環境政策課長】  はい。事務局環境政策課です。 

 市が関連して確保していくことになろう２つの土地の件でございます。市民農園につき

ましては、所有者からの借り上げによって農地として確保していく予定でございます。そ

れから、分室の関係でございますけれども、まだ交渉段階で、分室のところは結構なんで

すけれども、その残地の扱いなどにつきまして、残地でもし市のほうで借りるといったこ

とになった場合については、そういった環境に配慮した土地としての活用を考えていきた

いと考えてございます。 
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【高橋会長】  はい。またほかにご意見、ございますでしょうか。 

 武井委員。 

【武井委員】  今、大体生産緑地の指定を解除する場合は、相続の場合と、それからあ

と農業の後継者がいなくなってしまう場合が多いんですね。例えば買い取り請求があって

市が買い取ったとしても、その農地を今度は耕す人が現実にはいないという問題がありま

すよね。したがってこれは、今日は水村委員もいらっしゃって、農業委員会でも議論して

いますけれども、そういう農業者の育成といいましょうか、農業従事者の育成という問題

は生産緑地を残すこととセットになるので、それらについても市としても、やっぱり農業

者と十分相談をして、残すことについても、それを耕作することがセットにならなきゃな

らないので、その方針がどうしても１つは必要じゃないかと思います。 

 それから、２点目の問題は、緑地を残す場合、例えば今、公務員団地のところも、ああ

いうでかいところについては、今、建てかえ等をしておりますね。その場合に緑の比率を

一定程度、街路樹なんかを含めて、相当数の緑を残してほしいみたいなところがあって、

そのためには市がやっぱり全体的な緑化計画を長期的なビジョンを持って策定して、一定

程度公共的なところについては、何％緑地を確保してほしいとか、あるいは自分たちの公

共施設、学校など、さまざまなことについても、屋上緑化も含めて、きちんと緑化につい

ての長期的な計画をしていかなくちゃならないと思います。 

 特に今、国は２５％の温室ガスを削減するということを言っておりますけれども、同時

にそれは緑を残すことが、それを補完するという意味で大変重要なので、その辺のことを

これから皆さんも、市のさまざまなところと協議をしながら十分な配慮をしていただきた

いということで、これは、私どもは議会で議論する立場でもございますので、あえて質疑

をしなくても、そういうことについて十分検討してほしいということだけ申し上げておき

たいと思っております。 

【高橋会長】  ご意見ということで。 

【武井委員】  はい。 

【高橋会長】  ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。ご質疑、ご意見がございませんでしたら、そろそろこちらの質疑等

を終了しまして、お諮りにかかることになりますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

【高橋会長】  はい。それでは、お諮りいたします。 
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 議案「小金井都市計画生産緑地地区の変更について」（小金井市決定）は原案どおり決定

してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

【高橋会長】  ご異議ないようですので、議案は原案のとおり決定いたしました。 

 今日の議案はこれ１件ですので、以上で都市計画審議会を終了したいと思います。お忙

しい中、ご参集いただきまして、大変ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


